
議案第 H号

橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

ヤヽ て

橋本市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、別紙

のとおり定めたいので、議会の議決を求める。
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橋本市職員 の育児休 業等 に関す る条例 の一部 を改正す る条例

橋本 市職員 の育児休 業等 に関す る条例 (平 成 18年橋本市条例第 53号 )の 一部 を次 の よ うに改正す る。 なお、

改正部分 は、次 の表 中下線 の部分 で あ る。

Ｉ
Φ
∞
Ｉ

改 正 前

(育 児休業をすることができない職員 )

2条  育児体業法第2条第 1項 の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とす る。

(1)。 (2)略

ア 次のいずれ にも該 当す る非常勤職員

(ア )そ の養育す る子 (次 条 に規定す る子 をい う。 以下同 じ。 )

が 1歳 6か月 に達す る 日 (以 下 「1歳 6か月到達 日」 とい う。 )(第

2条 の4の 規定に該 当す る場合 にあつては、2歳 に達す る 日)ま

でに、その任期 (任 期が更新 され る場合 にあつては、更新後 の

もの)が 満 了す るこ と及び引 き続 いて任命権者 を同 じくす る職

(以 下、 「特定職」 とい う。)に 採用 され ない こ とが明 らかで

ない非常勤職員

オ ス卒 が 1奇 に桂 十 る 日 r以 下 この丹 及び 同条 にお い て 「1歳 到 達

日が 当該 子 の 1歳 ∋J洋 日後 で あ る場 合 に あ

li、 当該 夫 日滋 され た 日)に お い て育 児 体 業 を して い る非 常

勤職 員 に限 る。 )

イ

つ て

たの

3箪峯2笛

外 の非常勤職員(3) 々

合 に該 当十 る非 常 動 職 昌 (そ の春 育

ずヽ ″しか に該 当す る非 常 勤職 員以

つ ヤヽ

丹 に揚 げ る

茉 日 )か 六 抽ッ

の 3

ヤ｀

の ヤ

rァ)量Π闇

(イ )略

(育 児体業をすることができない職員 )

2条  育児休業法第2条 第 1項 の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。   
ア

(1)・ (2)略

勤職員
ア 次のいずれ にも該 当す る非常勤職員

(ア )そ の養育す る子 (次 条 に規定す る子 をい う。以下同 じ。 )

が 1歳 6か 月 に達す る 日 (以 下 「1歳 6か月到達 日」 とい う。 )(堂

ては当該期間の末 日か ら6月 を経過す

る 日、第2条 の4の 規定 に該 当す る場合

に達す る日)ま でに、その任期 (任 期が更新 される場合にあつ

ては、更新後のもの)が 満了すること及び引き続いて任命権者

を同じくする職 (以 下、「特定職」とい う。)に 採用されない

ことが明らかでない非常勤職員

(イ )略             i
次 のいず れ か に該 当す る非 常勤職 員

い

の 3つ い て 2

の

の

イ

条3

(3) つ

にあつては当該子が2遺

美耳市 す る期 間 内 に育 児休 業 を

の以外 の非常ずヽ ,1,か とこ該 当 十 る 1、

の 2に

の 予

ようとする場合にあつ

彰 子 rアう出 を の 日 ブ,ヽ 沐 範

て 、   Vκ光 営 勤 職 昌 で お

改正後
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Φ
Φ
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ウ  子 の イ千期の夫 日茂育 児休業 の期間の末 日とす る育児休業 を し

★採 用 され る こ とに伴 い 、 当該任期 の末 日の翌 日又 は当該 引Ё

締 ★採 用 六才1ッ る 日力 吉 県休 堂 の 量月闇 の 加 日 》す る育 児休 業 菱 し

ようとするもの

(育 児休業法第2条 第 1項 の条例で定める日)

2条 の3 育児休業法第2条 第 1項 の条例で定める日は、次の各号に掲

げる場合の区分に応 じ、当該各号に定める日とす る。

(1)・ (2)略
(3)1歳 か ら1歳 6か 月 に達す るまでの子 を養育す るた め 、 非 常 勤 職

員が当該子の 1歳 到達 日 (当 該子を養育す る非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してす る育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が

同号に掲げる場合若 しくはこれに相当す る場合に該当 してす る地

日 >六 カ′ナー日 力当該 飢 ナ 隼 奮 甲休 業 の 期 間 の 夫 日 と され た 日が 異

テ£る >☆ は、 そ の いず れ か の 日))の 翌 日 (当 該 子 の 1歳 到 達 日後 の

期間において この号 に掲 げる場合 に該 当 してその任期 の末 日を育
旧 イ太 圭 の 胡 聞

`7う

十 日 >十 る 苔 暉 休 業 矛 し て い る 非 常 勤 職 昌 で あ っ

て  当諺 イ千萱Πが 軍新 六加′、 又 は 当該 イ千期 の満 了後 に特 定職 に 引 き

熔 キ 泣 田 kЙ ス と、∩ }r示 つ イ と十  当 諺 イ手 卸 の 十 ロ ィ7ヽ 翌 日 ▽ 肘 当 諺

つ た

ア ヤヽ ヽ

3

の 1詩 割 桂 日 の 翠 日 カ 吉 甲休 業 の期 間 の初 日 とす る育児 休 業 を

1ノ 止 う ど'す る 幸ゝ の

`ノ

FⅢ  そ の イ手期 の丈 日狩育 児休業の期 間の末 日とす る育児体業

歩 1´ て い ム 場 合 で あ つ て 、 当該 イ手卸 歩 軍 新 され 、 又 は 当該 任

甘 日 の 縛 ギ F′然 R卜孝 炸 セ、ィ 舛 々 職 とr煙 田 太 カ ス ● >F伴 し、  当 諺

苔 IF休 挙 に 標 る 子 に つ い て 、 当該
=新

前 の任 期 の 末 日の 翌 日

▽ ι寸 当 諺 様 田 の 日 歩 苔 IF休 輩 の 期 間 の加 日 >す る育 児休 業 を

しよ うとす るもの

(育 児体業法第 2条第 1項 の条例 で定 める 日)

2条 の3 育児休業法第2条 第 1項 の条例で定める 日は、次の各号 に掲

げる場合 の区分 に応 じ、当該各号 に定 める 日とす る。

(1)。 (2)略
(3)1歳 か らl歳 6か月 に達す るまでの子 を養育す る非常勤職員が、

次 に掲げ る場合 のいずれ にも該 当す る場合 (当 該 子 につ い て この号

に揚げる場合に該当して育児休業をしている場合であつて第3条 第

6号 に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当す

る場合、市岳が庁める特別の事情がある場合にあつてはウ_に 掲げ

る場合 に該 当す る場合)当 該子 の 1歳 6か月到達 日



―
一
〇
０
‐

しようとする場合であつて、次に掲げる場合のいずれにも該 当す

るとき 当該子の1歳 6か月到達 日

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の 1歳 到達 日(当 該

非常勤職員がする育児休業の期間の末 日とされた 日が当該子の 1

歳到達 日後である場合にあつては、当該末 日とされた 日)イ|お い

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該

子の1歳 到湊 日(当 該配偶者がす る地方等育児休業の期間の末 日

とされた 日が当該子の1歳 到達 日後である場合にあつては、当該

末 日とされた 日)に おいて地方等育児休業をしている場合

イ 略

(育 児体業法第2条 第 1項 の条例で定める場合 )

第2条 の4 育児体業法第2条 第 1項 の条例で定める場合は、 1歳 6か 月か

ら2歳 に達す るまでの子 を養 育す るためミ非常勤職 員が当該子 の 1歳 6

日 対 と 口
^羽

口 r ■`′笠 ヱ の 1 善 Aホ 日 至!Iを 日 絡 の 甘日 F_日 に ム し、ィ rの 峯

の キロ召子とr諺 当 1夕 で 彰″の イ手量月の 芙 日″苔 帰休 業 の期 間 の末 日とす る育

児休詫 を してい る非常勤職員 であつて、_当 該イ壬期 が更新 され、又は

7 当 言ク斗ヒ営 勤 酷 昌 が 当 該 子 の 1 詩 割 滓 日 (当 該 非 常 勤職 員が前 号

に 揚 げ る場合 に該 当 してす る育 児休 業 又は 当該 非 常勤職 員 の配

偶 者 が同号 に掲 げる場合若 し くは これ に相 当す る場 合 に該 当 し

て す ム 七れナ 整 苔 甲 休 業 の 期 の 葉 日 >点
'1′

々 日 が 当 該 子 の 1歳 到

注 目 終 不 あ ム 場 合 , 力、つ て と士:当 該 芙 日 >さ れ た 日 (当 該 育 児休

当 の 卸 闇 の 十 日 》 六ね′ナ‐日 >当 該 士和ナ 等 吉 児休 業 の 期 間 の末 日

>式 9■ ナ‐ロ パ 早 か ス >芸 }す  孝 ♂うい ず 拍′か の 日ゝヽ の 翌 日 r当 移 扉

偶 者がこの号に掲げる場合 又はこれ に相 当す る場合 に該 当 して

とれナ府掌苔県休業″す る場合にあっては、当該地方等育児休業の

卸 間 の 茉 日 》 六

'q′

力 日 の 即 日以前の 日)狩 育 児休業 の期間の初 日

とする育児休業をしようとする場合

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達 日(当

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してす る育児体業の期

該

間

の末 日とされた 日が当該子の1歳 到達 日後である場合にあつて

は、当該末 日とされた 日)イこおいて育児休業をしている場合又は

当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳 到達 日(当 該配偶者が旦
丹に揚げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業 の期間の末 日とされた 日が当該子 の 1歳 到達 日後である

場合にあつては、当該末 日とされた 日)に おいて地方等育児休業

を してい る場合

ウ 略
エ 生`′きケ早 とr つ い て 当`′諺 ユヒ誉 勧 騨 昌 が 当`′訪 早 の 1奇 奉JI桂 日 r当 該

ユヒ昔 勧購 昌パ訴 暑 に揚 げ る場 合 に該 当 してす る音 児休 業 の期 間

とこ該 当 1´ 了 苔 IFイ太堂 歩 1ン ナ, >が な い 場 合

(育 児休業法第2条 第 1項 の条イアllで 定める場合 )

第2条 の4 育児休業法第2条 第 1項 の条例で定める場合は、1歳 6か 月か

ら2歳 に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる

場合のいずれにも該当する場 合 当 諺 早 F つ しヽ
ψ
f の 条 の 名耳‡ に 該 当

休 業 力 lッ て い る場 合 で て 次 築 篤 6号 に揚 げ る事情 に該 当して 育

2

つ

が
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一
０
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当 彰粥千童月の 淋 T終 に 特庁職 に引き続 き採 用 され るものにあつては、

当 説謝手童月の 茉 日 の 翌 日支 ti当 該 引 ☆締 き採 用 され る 日)を 育 児休 業 の

童日闇 の 来Л日 と す る音 児休 業 狩 しよ うとす る場 合 で あ つて 、次の各号

のいずれにも該当するときとする。

(1)。 (2)略

(苔 県休 業法第2条 第 1項 ただ し書の人事院規則 で定 める期 間を基準 と

して 条例 で 定 め る期 間 )

第2条 の5 育児休業法第2条 第 1項 ただ し書 の人事院規則 で定める期間

矛 基 逢 》 し て久大例で宇める
°
期間は、57日 間 とす る。

(育 児体業法第2条 第 1項 ただ し書 の条例で定 める特別 の事情 )

第3条  育児休業法第2条第 1項 ただ し書の条例で定める特別の事情は、

次に掲げる事情 とす る。

(1)～ (3)略
(4Ⅲ  奮帰休業 (こ の号の規定に該当したことにより当該育児休業_L

係 る 子について既にしたもの を除 くぅ )の 終 了 後 、 3月 以 上 の期 間

矛経渦 した こと (当 該育児休 業 を した職員 が、 当該育児休業の承認

♂ぅヨ書】障の 際 苔 甲休 華 に 止 り当該 子 務″碁 育す るた め の計 画 につ い て

音 甲休華等計画書 に よ り任命権者 に申 し出た場合 に限 る。 )。

壺∠・C 略

(7)そ の任期の末 日を育児休業の期間の末 日とす る育児体業をして

いる非常勤職員が、当該育児休業に係 る子について、当該任期企

更新 され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用 される

ことに伴 い、 当該任期 の末 日の翌 日又 は当該 弓I★ 絆 ★ 採 用 六 加ッる

日を育児休業の期間の初 日とす る育児体業 を しよ うとす るこ と。

め る特 別 の事情 が あ る場 合 に あ つて は 同号 に掲 げ る場 合 に該 当す る

場合)と する。

(1) 該 非 常 勤職 員が 当該 子 の 1歳 6か 月到達 日の翌 日 (当 該非常勤

職 昌の酉F偶者 が この条 の規 定 に該 当 し、又 は これ に相 当す る場合

に該 当 1ン てとれナ等音 児休業 狩す る場合 にあっては、当該地方等育

仰 イ太 堂 の 営月F日月の 茉 口 》 六 抽′ 日の 翌 日以 前 の 日)を 育 児休 業 の 期 間

の初 日とする育児休業をしようとする場合

(2)・ 進二 略
r4Ⅲ 当 該 子 イこっ ぃ て 、 菫該 非 常 勤職 員が 当該 子 の 1歳 6か月到 達 日後

の 量月P日月に お ヤ` て この 条 の 表耳庁 に該 当 して 育 児休 業 を した とが な

い場 合

(育 児休業法第2条 第 1項 ただ し書の条例 で定 める特別 の事情 )

第3条  育児休業法第2条 第 1項 ただ し書 の条例で定 める特別 の事情は、

次に掲げる事情 とす る。

(1)～ (3)略

(4)。 (5)略
(6) ′工 細 歩 セ ム イ 煙 田 太 ,■ ナ,酔 昌 で ふ ハ ィ  当 謗 期 の末 日を育児

休業 の期間の末 日とす る育児休業 を してい るものが、当該任期二

更新 され 、又は当該任期 の満 了後 引き続いて特定職 に採用 され る

ことに伴い、当該育児休業 に係 る子 について、当該更新前の任期

の末 日の翌 日又 は当該採用の 日を育児体業の期間の初 日とす る育

児休業 を しよ うとす ること。



て条例で定 める期間 )

tム ス Jヨ 闇 歩 革笹 3 基 の 9 去 I日 ′キ 輩 遣イ密 っ処 符 1 モ百 、ユ
^入 =陀

と日日II で

進 と して 条 イすliで 常 め る期間は、57日 間 とす る∩

附  則

(施 行 期 日 )

1 こ の 条 例 は 、 令 和 4年 10月 1日 か ら施 行 す る。

(経 過 措 置 )

2 この 条 例 の施 行 日前 に 育 児 休 業 等 計 画 書 を提 出 した 職 員 に対 す る こ の 条 例 に よ る改 正 前 の 第 3条 (第 4号 に係

る部 分 に 限 る。 )の 規 定 の 適 用 につ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る。
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